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はじめに 
 
被控訴人Ｗ（以下，Ｗという）および同Ｈ（以下，Ｈという）を除く被控訴

人らは，それぞれの準備書面（１）乃至（２）において，相も変わらぬ主張を

繰り返しており，そのほとんどは反論の価値すらないものである。 
 しかしながら，そのうち，被控訴人第三文明社（以下，第三文明社という）

の準備書面（１）の中には，同人が新たに主張し始めた事実の歪曲や，これま

で控訴人らが反論していない内容もあるため，以下にこれらの点について反論

する。 
 
 
１， 右翼の調査資料なるものについて 

 （１）第三文明社は， 
「乙ニ第３４号証の４頁目の１月２７日の欄に『右翼関係車両としてリストア

ップされていた（練馬 ＸＸＸＸＸＸＸＸ）』という記載から，Ｔないし帝国リ

サーチが調査の依頼を受けた時点で『右翼関係車両』が『リストアップ』され

た一覧があったことが分かる。これは，上記の平成３年１２月３１日以降，大

石寺の周辺警備に当たっていた妙観講が，大石寺周辺を徘徊する右翼関係車両

の車両番号を『リストアップ』した一覧表があり，それを妙観講がＴないし帝

国リサーチに調査を依頼する際に渡したものだと推認される。（中略） 
 乙ニ第３５号証の４８行目には，『不審車両』として『足立 ＸＸＸＸＸＸＸ

Ｘ』を挙げ，『９２年１月１日ＡＭ爆竹鳴らす』とあるが，この『９２年１月１

日』すなわち平成４年１月１日は，Ｔないし帝国リサーチの調査期間（平成４

年１月２４日から同月３１日）より前の時期であるから，この情報も，平成４

年１月１日当時大石寺周辺を警備していた妙観講からＴないし帝国リサーチに

提供された情報であることは明らかである。 
以上のように，乙ニ第３４号証及び同第３５号証は，むしろ，妙観講から提

供された情報に基づかなければ作成できない内容と言っても過言ではない」（第

三文明準備書面（１）・５頁） 
などと主張している。 
 だが，この第三文明社の主張は，作為的な証拠の取捨により，牽強付会な結

論付けをした，悪質な事実の歪曲である。 
（２）まず，「『右翼関係車両』が『リストアップ』された一覧があった」点で

あるが，仮にそのような一覧があったとしても，「それを妙観講がＴないし帝国

リサーチに調査を依頼する際に渡したものだと推認」させる証拠は全くない。 
 むしろ，平成４年１月にＷが訴外Ｔ（以下，Ｔという）に依頼して行なった
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という大石寺付近での右翼調査につき，Ｗは原審の本人尋問において，次のよ

うに供述している。 
「この右翼調査の件で，あなたがＴ氏を大石寺の周辺に案内したことはありま

せんか。 
  長時間ではありませんが，あります。 
それはいつ頃のことですか。 
  平成３年の１２月３１日から平成４年の元旦にかけてです。」（Ｗ本人尋

問・２６頁） 
 つまり，Ｗは，平成３年１２月３１日から平成４年１月１日にかけて，Ｔと

共に大石寺周辺の下調べをしたと供述しているのである。このＷ供述によれば，

平成４年１月２４日から３１日に行なわれたＴによる右翼の調査は，前に下調

べをした上での２回目の調査ということになる。 
 であれば，１回目の調査時に，ＷとＴが下調べ的に２人がかりで「大石寺周

辺を徘徊する右翼関係車両の車両番号を『リストアップ』した一覧表」を作り，

その一覧表に添って２回目の８日間にわたる調査が行なわれたであろうことが，

合理的に推認できるのである。 
（３）また『９２年１月１日ＡＭ爆竹鳴らす』との記載も，上述したように，

Ｗは，平成３年１２月３１日から平成４年１月１日にかけて，Ｔと共に大石寺

周辺の下調べをしたというのであるから，ＷとＴがその目で見たことを記録し

たものであろうことは合理的に推認できる。 
 他方，控訴人らの機関紙「妙観」（乙ニ３７）には，この正月の閑静な境内で

「爆竹鳴らす」という異常行為について，ただの一言も触れていない。すなわ

ち，妙観講側では，このような情報を入手していなかったのである。 
第三文明社の，「この情報も，平成４年１月１日当時大石寺周辺を警備してい

た妙観講からＴないし帝国リサーチに提供された情報であることは明らかであ

る」などという主張は，牽強付会な言い掛かりであることは明らかである。 
 また，「乙ニ第３４号証及び同第３５号証は，むしろ，妙観講から提供された

情報に基づかなければ作成できない内容と言っても過言ではない」などと言え

ないことも当然である。 
 
 
２， Ｗが妙観講代表として法論したとの主張について 

 （１）第三文明社は， 
「平成３年９月当時，被控訴人Ｗが妙観講代表として被控訴人創価学会の会員

と法論を行なったという事実，また，その当時，被控訴人創価学会側は，被控

訴人Ｗを妙観講の最高幹部であるという認識をもっていたという事実，その法
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論の際，被控訴人Ｗは一方的に語り，相当突っ込んだ法論を展開し，最終的に

被控訴人創価学会の会員に『謝罪文』まで書かせたという事実こそ重要であり」

（第三文明準備書面（１）１０～１１頁） 
などと述べているが，これも事実に基づかない戯言としか言いようがない。 
 （２）すなわち，「妙観講」規約（乙ホ１３４）に， 
「第七条 講頭は，本講を代表し，講務を掌理する。」（２頁） 
とあり，「妙観講」講則（同）にも， 
「第十一条 講頭は，本講を代表し，講務を掌理する。」（３頁） 
とあるとおり，妙観講を代表するのは講頭たる控訴人大草一男（以下，大草と

いう）ただ１人なのである。それを「被控訴人Ｗが妙観講代表として被控訴人

創価学会の会員と法論を行なったという事実」などと言うのは，全く事実に基

づかない第三文明社の妄想である。 
 （３）また，「被控訴人Ｗは一方的に語り，相当突っ込んだ法論を展開し，最

終的に被控訴人創価学会の会員に『謝罪文』まで書かせたという事実」につい

ても同様である。つまり，第三文明社の主張は，Ｗが大草の意志によって法論

に臨んだということを前提として，その上でＷが「『妙観』に謝罪文を載せる」

（乙ハ３５・２頁）との目的で，「創価学会の会員に『謝罪文』まで書かせた」

というのである。 
 もし本当に第三文明社の主張する事実があったのであれば，「創価学会の会員

に」書かせたという「謝罪文」は，当然，機関紙「妙観」紙上で公表するなり，

大量にコピーして妙観講員に配布するなりして，創価学会に対する妙観講々員

の，さらなる折伏の戦意向上を計るために，控訴人らが活用するはずである。 
 しかるに，そのような「謝罪文」なるものを，大草をはじめ妙観講々員で見

た者は誰一人いないのである。 
 つまり，第三文明社は，「創価学会の会員に『謝罪文』まで書かせたという事

実」などと，まったく存在しない事柄まで主張するに至った，ということであ

る。 
 第三文明社が主張するように，Ｗが「謝罪文」を創価学会員に書かせ，その

目的は「『妙観』に謝罪文を載せる」ことであったというのであれば，第三文明

社は明確な証拠を提出すべきである。 
 以上のように，これも全く事実に基づかない第三文明社の捏造としか，言い

ようがない。 
 
３， 訴外Ｆのインタビュー記事について 
 （１）第三文明社は， 
「Ｆが自らが行なった本件電話盗聴行為を否定するなど明白な虚偽のインタビ
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ュー記事を『慧妙』に掲載するのに協力し，自社の『特別会員』となっている

と言っている者の『新規・会員加盟申込書』の自署の一部及び印影を，その者

に無断で『慧妙』紙上に掲載・公表したりしたのは，電話盗聴の真の依頼者が

妙観講であり，これを擁護し，『塁が及ぶことを回避するためである』と同時に，

被控訴人Ｗのみに汚れ役を押しつけようとしたからであると考えるのが最も合

理的である」（第三文明準備書面（１）２４頁） 
などと述べているが，これは証拠を見ようともせずに，自己の「こうあって欲

しい」と希望する結論へ強引に導こうとする，被控訴人らの姿勢が露骨に顕れ

た主張である。 
 （２）すなわち訴外Ｆ（以下，Ｆという）は，この「慧妙」からのインタビ

ューに答える中で，「自社の『特別会員』となっていると言っている者の『新規・

会員加盟申込書』の自署の一部及び印影を，その者に無断で『慧妙』紙上に掲

載・公表」した理由について，別件Ｈ訴訟における本人尋問で， 
「我が社のことをいろいろと悪く言いふらしてたのがＷさんだというふうに僕

は思ったもんですから，ちょっと怒ったんです」（乙ハ２２・１０頁）と証言し

ている。 
 また，別件・梅澤訴訟で訴外梅澤十四夫（故人・以下，梅澤という）が提出

した帝国リサーチからのＷ宛て抗議文にも， 
「発行所不明の怪文書『勝ち鬨』や『地涌』が，事実と相違する記事で，当社

の営業を妨害しているが，調査の結果，貴殿が当該記事の情報元であり，一連

の行為の主たる当事者であることが判明した。（中略）あたかも当社が非合法な

業務を行なっている如き記事は，迷惑千万であり，今般貴殿の行為により，当

社は信用を著しく失い，営業を妨害された次第である」（乙ホ４３） 
等と述べられている。 
 これらの事実によれば，Ｆは，依頼者であるＷに裏切られて悪宣伝され，怒

り心頭に発していたが故に，「慧妙」からインタビューを受けた時にＷへの反撃

を行ない，かつＷの名前が判るように事実の暴露を行なったことが読みとれる。

このような行動は，当時のＦの心理・心境として，ごく当然のものであると言

えよう。 
 しかるに，こうしたＦ供述や書証を全て無視し，「（それは）電話盗聴の真の

依頼者が妙観講であり，これを擁護し，『塁が及ぶことを回避するためである』

と同時に，被控訴人Ｗのみに汚れ役を押しつけようとしたからであると考える

のが最も合理的である」などと主張する第三文明社には，もはや証拠を検討す

る意志が全くなくなっているといえよう。 
                                 以上  
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